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■ MVNOにおける青少年への携帯電話等フィルタリングサービスの加入奨励に関する指針

❶

MVNOにおける青少年インターネット利用環境整備への取り組み

① 契約者及び使用者の確認

法律の規定（青少年インターネット環境整備法第13条第１項及び第2項）に基づき、契約者又は使用者が青少年である

かを確実に確認する。

② フィルタリングサービス及びフィルタリング有効化措置の説明

契約者又は使用者が青少年である場合、青少年インターネット環境整備法第14条の規定に基づき、契約者又は使用者

の保護者に対して、下記の事項を確実に説明する。

(ア)保護者には、法律上、青少年のインターネット利用状況を把握・管理する努力義務 が課されていること。

(イ)インターネットサービスの利用にあたって違法・有害情報の閲覧等の一定のリスクがあり、フィルタリングサービスの利用はリスク軽減に

有効な手段であること。

(ウ)フィルタリングサービスはリスクを完全に除去するものではなく、保護者による利用状況の把握及び利用の管理が必要であること。

(エ)青少年使用者やその保護者が自らインターネット上の情報を取捨選択できるように、フィルタリングサービスには様々な機能があること。

(オ)青少年インターネット環境整備法第16条の規定に基づき、携帯電話インターネッ ト接続役務提供事業者等は、契約者又は端末の

使用者が青少年であるときは、端末を 販売するに際して、その端末に有効化措置を講ずる義務があること。保護者がフィルタリング

サービスの利用を不要と申し出た場合は、事業者の使用者に 対する提供は義務とはならないが、フィルタリングサービスを利用しない

場合のリスク等を丁寧に説明する。当該不要申出にかかる書面は、法律では書面による提出は義務付けられていないが、都道府県に

よっては条例で書面による提出や保存が義務付けられていることに留意することが必要である。

●テレコムサービス協会にて、平成30年1月に改正青少年インターネット環境整備法を踏まえて改訂し、

第2版としてWEBにて公開すると共に、MVNO事業者にあってはこれに則って取組みを進めております。

［2018年1月 現在］
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■ MVNOにおける青少年への携帯電話等フィルタリングサービスの加入奨励に関する指針

❷

③ 不要申出

（青少年インターネット環境整備法第15 条にある、フィルタリングサービ スを利用しない旨の申出、同法16条にある

フィルタリング有効化措置を希望しない旨の申出及び利用中のフィルタリングサービス解除申出の確認）

(ア)保護者による適切な判断に基づかない申告を防ぐため、必要な措置をとる。

(イ)保護者による申告と偽った申告を防ぐため、必要な措置をとる。

④ 有効化措置（フィルタリング有効化措置）

(１)対象

有効化措置の対象となるのは、ガラケーと PHS を除く、①モバイル通信サ ービスの契約締結に併せて（同時に）、売買

契約が締結される端末であること、②当該端末が同役務に利用されるために販売されるものであること、の要件を満た

す端末である。すなわちSIMと同時に契約購入されるSIMロック端末、セット割の適用される端末、同一パンフやチラシで

広告宣伝される端末等となる。持ち込み端末、すなわち別な事業者において購入された端末（中古を含む）や既に以前

から所有されていた端末、レンタル携帯は対象とならない。また、端末の売買契約を伴わないSIM単体での契約は対象と

ならない。既契約の更新を伴う機種変更の場合は有効化措置の対象となる。

(２)定義

有効化措置とは「インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するため、インターネットと接続する機能を

有する機器に組み込まれたプログラムの機能を制限する措置」をいい、具体的には青少年有害情報フィルタリングソフト

ウェアのインス トール・設定（アプリの機能制限に関するＯＳの設定を含む）を指す。

MVNOにおける青少年インターネット利用環境整備への取り組み
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❸

■ MVNOにおける青少年への携帯電話等フィルタリングサービスの加入奨励に関する指針

（３）手順

①店頭における手順

店頭で契約販売する場合においては、店頭においてフィルタリングアプリのダウンロー ド、インストール、設定を行う。この
作業は有償、無償を問わない。ただし、自社店舗でない量販店等の即時開通カウンター等で携帯電話端末等とセットで販
売する場合で店頭で①の手順が完結できない場合は、例外的措置として下記②のネット販売における手順を準用し実施す
ることも認められる。なお、量販店等での販売についても、量販店等に自社の社員を派遣し自社ブースを設置して販売する
ようなケース（ショプ・イン・ショップ）については、自社店舗での販売と同様の扱いとなり、MVNO自らが設定することが必要
となる。

②ネット販売における手順

原則として、店頭と同様、事業者自らがフィルタリングアプリのダウンロード、インストー ル、設定を行う。例えば、利用者に
来店を求めた上での設定、MVNOの委託を受けた訪問サポート業者による訪問サポートによる設定、MVNOのサポートセン
ターからの遠隔操作により設定を行うことが考えられる。事業者自らが実施することが困難な場合に、例外とし て事業者
の責任の下、以下の手順で利用者においてフィルタリングアプリのダウンロード、インストール、設定を行う。

１．MVNO事業者が提供するフィルタリングアプリの申し込みがあることを確認、ないしは市販のフィルタリングアプリの利用の申出を受ける。

２．そのうえで、フィルタリングアプリのダウンロードとインストール、設定をメールやWebページで案内し、設定完了後メールの返信やWeb上

のマイページへの登録、システムによる確認等で確認を行う。その際、最低6ヶ月間たっても設定をしたことの回答が得られない場合は、

有効化措置を希望しない旨の申出があったものとみなすことについても併せて周知する。

３．上記のメールには、必要な場合の電話のサポート窓口を記載し、電話でのサポート（インバウンド）を実施する。

４．上記メールへの返信等で設定が確認できない場合は、少なくとも当初6ヶ月間は毎月最低１回メールで再度案内する。

５．最低6ヶ月間たっても回答が得られない場合は、有効化措置を希望しない旨の申出があったものとみなす。

MVNOにおける青少年インターネット利用環境整備への取り組み
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新たな青少年有害情報閲覧防止措置のイメージ

❹［2018年1月 現在］

■ MVNOにおける青少年への携帯電話等フィルタリングサービスの加入奨励に関する指針

MVNOにおける青少年インターネット利用環境整備への取り組み
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MVNO
（サービス名）

MVNO
（提供会社）

ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ
提供会社

フィルタリング
サービス名称

月額
料金

WEB
ﾌｨﾙﾀｰ

ｱﾌﾟﾘ
ｲﾝｽﾄｰﾙ制限
Android ios

ｱﾌﾟﾘ
起動制限
Android ios

ﾍﾞｱﾚﾝﾀﾙ
ｺﾝﾄﾛｰﾙ

トーンモバイル ﾄｰﾝﾓﾊﾞｲﾙ(株) 独自 TONEﾌｧﾐﾘｰ
※保護者がﾄｰﾝﾓﾊﾞｲﾙを利用している場合

基本料
に含む ○ ○ × ○ × ○

LINE MOBILE LINEﾓﾊﾞｲﾙ ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰﾂ iﾌｨﾙﾀｰforﾏﾙﾁﾃﾞﾊﾞｲｽ 基本料
に含む ○ ○ × ○ × ○

AEON MOBILE ｲｵﾝﾘﾃｰﾙ(株) ｿｰｽﾈｸｽﾄ 子供ﾊﾟｯｸ 150円 ○ ○ ― ○ ― ○

NifMo ﾆﾌﾃｨ(株) 独自 常時安全ｾｷｭﾘﾃｨ24ﾓﾊﾞｲﾙ 200円 ○ × × × × ×

BIGLOBEモバイル ﾋﾞｯｸﾛｰﾌﾞ(株) ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰﾂ iﾌｨﾙﾀｰforAndroid 200円 ○ ○ ― ○ ― ○

OCNモバイルONE NTT
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ(株) 独自 ﾏｲｾｷｭｱ 250円 ○ ○ × ○ × ○

RAKUTEN MOBILE 楽天(株) ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰﾂ iﾌｨﾙﾀｰforﾏﾙﾁﾃﾞﾊﾞｲｽ 300円 ○ ○ × ○ × ○

SORAシム SORAｼﾑ(株) ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰﾂ iﾌｨﾙﾀｰforﾏﾙﾁﾃﾞﾊﾞｲｽ 300円 ○ ○ × ○ × ○

nuroモバイル ｿﾆｰﾈｯﾄﾜｰｸ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ(株) ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰﾂ iﾌｨﾙﾀｰforﾏﾙﾁﾃﾞﾊﾞｲｽ 330円 ○ ○ × ○ × ○

mineo (株)ｹｲ・ｵﾌﾟﾃｨｺﾑ ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰﾂ iﾌｨﾙﾀｰforﾏﾙﾁﾃﾞﾊﾞｲｽ 350円 ○ ○ × ○ × ○

b-mobile 日本通信(株) ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰﾂ iﾌｨﾙﾀｰforﾏﾙﾁﾃﾞﾊﾞｲｽ 360円 ○ ○ × ○ × ○

IIJmio (株)ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰﾂ iﾌｨﾙﾀｰforﾏﾙﾁﾃﾞﾊﾞｲｽ 360円 ○ ○ × ○ × ○

AEON MOBILE ｲｵﾝﾘﾃｰﾙ(株) ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰﾂ iﾌｨﾙﾀｰforﾏﾙﾁﾃﾞﾊﾞｲｽ 360円 ○ ○ × ○ × ○

LIBMO (株)TOKAI
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ｴﾌｾｷｭｱ TOKAI SAFE 400円 ○ × × ○ × ○

❺

※1：ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ自体をできなくする、または、ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが

できてもｲﾝｽﾄｰﾙはできない。

※2：ｲﾝｽﾄｰﾙされているｱﾌﾟﾘの起動自体ができない。

※１ ※２

［2018年10月 現在］

「○： 対応している」 「×： 対応していない」 「－： 対象外」

主なＭＶＮＯにおけるフィルタリングサービスの導入状況
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［店舗契約の場合］

●青少年の確認

多くの事業者にて申込書や冊子やタブレットなどを用い「青少年に対するフィルタリングの内容と必要性
の説明、有効化措置に関する説明」を口頭でご説明の上、確認いただき、同意・署名・チェックシートなどを
利用して、相違無いように努めています。

●フィルタリングサービスの提供

原則は必要となるご理解を頂いた上で、フィルタリングサービスを利用しない場合はその不要理由を

お答え頂き、書面の提出を頂いている場合もあります。

●有効化措置

原則は店頭で行っておりますが、店頭での有効化措置を希望しない旨の申出があった場合には「後日

リモートで行う／ご自身で行う」などの対応を実施しています。また、店頭で行う以外の場合においてはテレ

コムサービス協会で掲載をしているMVNOガイドラインの「ネット販売における手順」に沿って運用としている
MVNOが多い状況です。

❻［2019年2月 現在］

改正青少年インターネット環境整備法に則った各社の具体的な運用状況
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［ネット契約の場合］

●青少年の確認

「青少年に対するフィルタリングの内容と必要性の説明、有効化措置に関する説明」のご案内をし、かつ、
年齢判定は申込中画面にて行うと共に、契約者と利用者が異なる場合は、概ね、利用者登録画面が表示
される運用としたり、利用者の年齢が確認できる書面の写しの提出をお願いしているMVNOもあります。

●フィルタリングサービスの提供

店舗契約と同様です。

●有効化措置

有効化措置については、テレコムサービス協会で掲載をしているMVNOガイドラインの「ネット販売における

手順」に沿って運用としているMVNOが多い状況です。

※P❸の②より抜粋

１．MVNO事業者が提供するフィルタリングアプリの申し込みがあることを確認、ないしは市販のフィルタリングアプリの利用の申出を受ける。

２．そのうえで、フィルタリングアプリのダウンロードとインストール、設定をメールやWebページで案内し、設定完了後メールの返信やWeb上

のマイページへの登録、システムによる確認等で確認を行う。その際、最低6ヶ月間たっても設定をしたことの回答が得られない場合は、

有効化措置を希望しない旨の申出があったものとみなすことについても併せて周知する。

３．上記のメールには、必要な場合の電話のサポート窓口を記載し、電話でのサポート（インバウンド）を実施する。

４．上記メールへの返信等で設定が確認できない場合は、少なくとも当初6ヶ月間は毎月最低１回メールで再度案内する。

５．最低6ヶ月間たっても回答が得られない場合は、有効化措置を希望しない旨の申出があったものとみなす。

❼［2019年2月 現在］

改正青少年インターネット環境整備法に則った各社の具体的な運用状況
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■ RAKUTEN MOBILE

[ 参考資料 ]ご案内事例：フィルタリングの内容・必要性のご説明

❽［2019年2月 現在］
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■ BIGLOBEモバイル

❾［2019年2月 現在］

[ 参考資料 ]ご案内事例：フィルタリングの内容・必要性のご説明
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■ LIBMO

❿［2019年2月 現在］

[ 参考資料 ]ご案内事例：フィルタリングの内容・必要性のご説明
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■ mineo

⓫［2019年2月 現在］

[ 参考資料 ]ご案内事例：フィルタリングの内容・必要性のご説明
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LIBMO ■ ■ AEON MOBILE

■ RAKUTEN MOBILE

[ 参考資料 ]ご案内事例：利用者確認

⓬［2019年2月 現在］
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■ BIGLOBEモバイル■ mineo

[ 参考資料 ]ご案内事例：フィルタリング不要理由確認

⓭［2019年2月 現在］
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